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概要：Ａ駅発Ｂ駅行きの上り普通列車は、平成20年8月28日、Ａ駅を定刻（23時51分）に出発した。運転士
は、速度約62㎞/hで惰行運転中の23時52分ごろ、前方トンネル出口付近の線路内に土砂が流入しているのを
認めたため、非常ブレーキを使用したが間に合わず、列車は１両目の前台車全2軸及び後台車の第2軸が左へ
脱線した。列車には、乗務員2名のみが乗車しており、死傷者はなかった。また、1両目の前面及び左側面の
窓ガラス等が損傷した。

[表1] 同社雨量計の観測による事故当日のアラームの状況

事実の経過

18 時頃から事故現場となった
付近で降雨が強まる

21:21

本件鉄道事業者(以下「同社」
という。)雨量計のアラーム
の鳴動([表 1]参照)

同社雨量計のある駅や付近
の駅の駅員に雨の状況を電
話で確認

特段の警戒体制は敷かず、斜
面の巡回も実施されず

終点のＡ駅の改札口付近が浸
水し人が通れない旨の連絡が
あり、乗客を終点の手前の駅
で降車させるよう車掌に指示

23:32

本件列車がＡ駅を定刻に出発

運転士は、トンネル出口に違
和感があったので、非常ブレ
ーキをかけ非常警笛を鳴らし
たが、間に合わず土砂に突っ
込み、脱線

事故現場となった付近を、Ａ
駅で折り返し本件列車となる
下り列車が通過

23:44

23:51

23:52

こ
の
間
に

線
路
へ
土
砂
が
流
入

主な要因等

同社雨量計のアラームの鳴
動([表 1]参照)

同社雨量計と現地駅員からの
情報(点の情報)に頼り、面的
な降雨状況を把握していない

必要な箇所は補強済であり、
土砂災害対策は十分との認識

数値基準を定めるほどの危険
性はないと判断

↑斜面が崩壊し土砂が
流入した事故現場(列車右側)

←列車の脱線の状況(1両目)

※1 注意運転

同社の規定では、特殊な事由により特に注意して運転しなければならない時

の運転方法とされ、運転速度に具体的な制限は設けられていない。

気象に関する公的な情報（次頁[表2]参照）や駅浸水の連絡などの情報を有効

に活用し、斜面の巡回や運転規制等の対応に活かす仕組みが未整備

運輸指令所

注意運転 を全列車に指示

運転規制について具体的な数
値基準を定めておらず※1

災害が発生するほどの大雨が
降っているとは考えておらず

降雨は継続せず、土砂災害が
発生する可能性は低いと判断

平成11年以降に降雨による土
砂災害を経験せず、また、過
去の災害対応の経験に沿った
情報によって判断

事故調査事例

鉄道降雨により斜面が崩壊し、土砂が線路内に流入したため、
列車が土砂に乗り上げ脱線した事例

同社によると、事故当日において運輸司令
所にある気象装置は、時間雨量が20mm、30mm
及び 40mm を超えたことを検知したときにア
ラームが鳴動し、気象装置の画面がそれぞれ
黄色、オレンジ色、赤色で表示して見分ける
ことができる設定になっていた。

↑列車左側の状況

3両目 4両目

同社雨量計の配置及び観測記録については次頁参照

21:02 時間雨量20mmを超過 ［黄色］

21:09 時間雨量30mmを超過

21:20 時間雨量40mmを超過 ［赤色］

22:34 一旦時間雨量が20mmを下回った後に再び超過 ［黄色］

22:44 時間雨量30mmを超過

［オレンジ色］

［オレンジ色］
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事故当日の降雨の状況及び発表された気象情報

14:52 [気象庁発表]大雨･洪水･雷注意報

[表2] 事故現場付近に向けて発表された気象情報

事故現場付近の雨量計の配置及び1時間降水量の観測記録
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事故現場を含む地域の大雨警報基準

土壌雨量指数 151

事故現場を含む地域の過去１０年間（平成１０～平成１９年）の

土壌雨量指数最大値 262 （平成１１年８月１４日１７時）

14:52
大雨注意報

21:58
大雨警報

22:32
土砂災害警戒情報

23:52ごろ事
故

10:30
解除

気象資料① [ 事故当日の雨量計ｄ(国土交通省)の雨量推移 ]

気象庁は、事故現場を含む地域に[表2]の

とおり気象情報を発表していました。気象庁

の資料によれば、事故現場付近の解析雨量の

値は、28日22時から29日0時にかけて大きく、

また、事故現場付近の土壌雨量指数は28日19

時から上昇し始め、特に22時以降急激に上昇

して、この地域において平成19年までの10

年間で最大の指数値に迫っていました。

これらの情報は、気象庁から気象関係の公益法人、気象事業者
の配信サービス等を通じて地域に伝えられており、また、気象
庁や気象事業者のWEBサイトに掲載されていました。

事故現場付近には、同社雨量計(雨量計a)の他にも気象庁、国土交通省及び八王子市が雨量計を設

置しており、事故現場に最も近い雨量計ｄにおいては、事故発生時間帯に1時間に70mm程度の非常に

激しい雨を観測し、5時間の積算で200mmを超える雨が降っていた。

単位:mm

21:58 [気象庁発表]大雨・洪水警報、雷注意報

22:32 [東京都と気象庁発表]土砂災害警戒情報

22:36 [気象庁発表] 東京都の大雨等に関する気象情報

23:26 [気象庁発表]記録的短時間大雨情報

ａ 同 社
ｂ 国土交通省
ｃ 気象庁
ｄ 国土交通省
ｅ 八王子市

雨量計管理者

Ａ駅

雨量計ａ

雨量計ｃ

雨量計ｄ

雨量計ｂ

雨量計ｅ

事故現場

0 1000 2000 3000m

時 刻 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

28日20時 4.5 2.0 2.0 2.0 1.5
28日21時 18.0 5.0 13.5 16.0 15.5
28日22時 26.0 20.0 30.5 55.0 44.0
28日23時 35.0 23.0 40.5 71.0 63.5
29日 0時 27.5 6.0 20.5 67.0 58.5

上記5時間合計 111.0 56.0 107.0 211.0 183.0
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単位：mm

単位：mm

単位：mm

28日 21時の解析結果

28日 22時の解析結果

28日 23時の解析結果

29日 0時の解析結果

解析雨量 土壌雨量指数

×…事故現場 気象庁提供資料に追記気象資料② [ 解析雨量及び土壌雨量指数の解析結果 ]

単位：mm

解析雨量…国土交通省河川局・道路局と気象庁が全国に設置しているレーダーの観測結果と、アメダ
ス等の地上の雨量計の観測結果を組み合わせて、気象庁が降水量分布を1km四方の細かさで解析したも
のをいう。
土壌雨量指数…降った雨が土壌中に水分量としてどれだけ貯まっているかを、これまでに降った雨を
もとに気象庁で指数化したもので、降水予想を用いて今後の指数の予想値も算出している。土砂災害
の危険性を示す新たな指標として、土砂災害警戒情報及び大雨警報・注意報の発表基準に使用してい
る。
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1時間
雨量(mm)

予報
用語

人の受ける
イ メ ージ

人への
影 響

屋外の様子 災害発生状況

50以上
～

80未満

非常に
激しい
雨

滝のように降る
（ゴーゴーと降り
続く） 傘は全く役に

立たなくなる

水しぶきであ
たり一面が白
っぽくなり、視
界が悪くなる

都市部では地下室や地下街に雨水が流れ込む場合が
ある / マンホールから水が噴出する / 土石流が起
こりやすい / 多くの災害が発生する

80以上
～

猛烈な
雨

息苦しくなるよう
な圧迫感がある。
恐怖を感ずる

雨による大規模な災害の発生するおそれが強く、厳重
な警戒が必要

県程度の広さの地域で数年に一度程度

しか発生しないような激しい短時間の大

雨を観測あるいは解析した時に気象庁が

発表する情報をいう。現在の降雨の状況

が、その地域にとって災害の発生につなが

るような稀にしか観測しない降水量であ

ることを知らせる目的を持つ。

東京都記録的短時間大雨情報 第１号

平成２０年８月２８日２３時２６分 気象庁予報部発表

２３時東京都で記録的短時間大雨

八王子市西部付近で約１１０ミリ

あきる野市付近で約１１０ミリ

八王子市東部付近で約１００ミリ

大雨による土砂災害発生の危険度が高まったとき、市町村長が避難勧告等を発令する際の判断や

住民の自主避難の参考となるよう、都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報をいう。

×…事故現場 気象庁提供資料に追記土砂災害警戒情報

記録的短時間大雨情報

事故当日に発表された土砂災害警戒情報や記録的短時間大雨情報において、雨量(1 時間)について「60
ミリ」、「約 110 ミリ」などの数値が発表されていますが、気象庁では、情報の受け手側の防災意識や効果
を高めるため、雨量・風速と人や地物等への影響及び想定される被害等との関係を表現した解説表を作成
しています。この解説表の中では、例えば 1時間雨量が50～80ミリ、80ミリ以上の場合には、以下の
ような表現が用いられています。

「雨や風の強さと被害等との関係を示した解説表について」（気象庁ホームページ）
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yoho/rain_wind.html

事故現場
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再発防止のための具体的対策

１．沿線において、大雨により災害の発生する危険性が高まっていることを示す情報について、他
の鉄道事業者の例も参考にして自社の観測装置以外の観測値や警報、記録的短時間大雨情報、土
砂災害警戒情報といった公的な情報なども入手するように努めるとともに、それらの情報から沿
線において災害の危険性が考えられる場合は、必要に応じて危険な箇所の巡回の実施や、運転規
制等の措置をとること。

２．沿線において災害が発生するおそれの特に高い箇所については、検知装置を設置し、異常を検
知した場合は、特殊信号発光機に停止信号を現示するとともに、現地に職員を派遣する等の対応
をとること。

３．駅構内が浸水するなど過去にほとんどなかった事象が発生した場合、その周辺においても災害
の発生する危険性が高まっているとの意識を持ち、危険な箇所を巡回するなどして状況を確認す
るといった対応をとること。また、沿線の状況の変化に応じ災害の危険性を適切かつ迅速に判断
できるよう、施設を管理する職員や列車の運行を管理する職員に対して、災害発生前になすべき
対応について事前に検討し体制を整えておくこと。

再発防止に向けた運転規制等の対策例

本事故は、想定以上の大雨が降った場合の斜面の危険性及び事故当日の雨の状況に対する同社の把

握が十分でなかったこと、並びに降雨量による運転規制について同社が具体的な基準を定めていなか

ったことが関与して発生したものと考えられます。

本事故では、同社の気象に関する情報収集・利用方法、運転規制の実施方法、斜面の管理等につい

て対策の余地が見られました。同種の事故はこれまでも国内の様々な場所で発生しているため、当委

員会は本報告書の中で、再発防止に向けて鉄道事業者は、大雨による災害に関する対策について安全

に磐石はないのだから常に改善を図っていくことが望ましいと指摘しています。なお、具体的な対策

について以下のように例示しています。この例も参考に、各鉄道事業者においてこれまで以上に効果

的な対策を検討することが望まれます。

本事例の調査報告書は当委員会ホームページで公表しております。(平成21年 3月 27日公表)

http://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/railway/report/RA09-3-2.pdf

想定以上の大雨が降る場合には、これまでの経験に基づく情報や仕組み

では対応しきれないおそれがあります。雨は短時間に激しく降る場合もあ

るので、迅速、適確な対応をとることができるように、具体的な基準を定

めて運転規制等を行えるよう日頃から備えておくことが大切です。

事故防止分析官の

×…事故現場 気象庁提供資料に追記東京都の大雨等に関する気象情報

事故現場


